
【募集期間】令和5年12月25日～令和6年1月24日

【意見提出件数】４件（提出者数１人）

№ 該当箇所 項目 意見 回答

那覇市感染症予防計画(案)に対する市民意見への市の考え方

第6　感染症の患者の移送
のための体制の確保

1　感染症の患者の移送の
ための体制の確保に関す
る考え方

1 12ページ

検査実施能力の目標検査数
はこれまでの必要度と比べた
らとても少なく、目標検査数は
増やす必要がある。

　ご指摘の数値目標について、本
市は、地方衛生研究所を有してお
らず、かつ管内の検査件数の把
握が困難でありました。そのよう
な自治体については、都道府県と
の協議により、都道府県全体の検
査能力を市の数値目標とし、括弧
書きで記載すること、と国から考
え方が示されていることを踏ま
え、沖縄県との協議を行い、県全
体の数値目標を市の数値目標と
し、括弧書きで表示しております。
　以上のことから、原案の記載の
とおりといたします。

「…民間事業者等への業務委
託を検討する。」とあるが、自
家用車がない人は新型コロナ
の検査をするためにタクシーを
予約する場合発熱があると断
られたりするので発熱をしてい
ることを言わずに予約したと聞
いている。
他県では感染者が乗れるタク
シーがあり、自家用車を持って
いない人用に感染者用タク
シーは必要であると思う。

　当該項目については、最初の段
落に「市長が入院を勧告した患者
又は入院させた患者の医療機関
への移送は、市長の業務とされて
いるが」と記載しておりますよう
に、感染症の予防及び感染症の
患者に対する医療に関する法律
（以下、「法」という。）に基づき、行
政として移送を行う場合の考え方
を示したものです。
　ご意見がありました、検査を受
けるための交通機関の利用につ
きましては、計画策定の範囲には
含まれませんのでご了承くださ
い。
　そのため、原案の記載のとおり
といたします。

第7　病原体等の検査体制
の確保その他の感染症の
発生を予防し、又はそのま
ん延を防止するための措
置に必要なものとして厚生
労働省令で定める体制の
確保に係る目標

1　体制の確保に係る基本
的な考え方
（1）検査実施能力

14ページ2

3 15ページ

第8　新型インフルエンザ
等感染症外出自粛対象者
又は新感染症外出自粛対
象者の療養生活の環境整
備

2　新型インフルエンザ等
感染症外出自粛対象者又
は新感染症外出自粛対象
者の療養生活の環境整備
の方策

(2)「市は外出自粛対象者が外
出しなくとも生活できるように
するため...」とあるが隔離され
る場合、非正規や自営業は収
入の補填がなく生活に直結す
るので、経済的支援の文言も
ほしいところ。

　ご指摘の項目は、新型インフル
エンザ等感染症の患者又は新感
染症の患者が、法に基づく外出自
粛を求められた場合の療養生活
における環境整備について定め
るものとなっております。そのた
め、原案では「外出自粛対象者が
外出しなくとも生活できるようにす
るため」との記載としているところ
です。
　ご意見としていただきました「収
入の補填」につきましては、外出
自粛によって生じる事柄ではあり
ますが、感染症患者の療養生活
における環境整備には該当しない
ことから、当該計画の範囲内には
含まれないものと考えます。
　以上のことから、原案の記載の
とおりといたします。



4 21ページ

第13　その他感染症の予
防の推進
1　施設内感染の防止

「病院、診療所、老人福祉施設
等において…」とあるが、「学
校」という言葉がほとんどでて
こないのが気になるところ。こ
ども園、保育園、小中高校で
のクラスターの発生なども踏ま
え、「学校」という言葉を意識し
て記載していただきたい。

　ご指摘の段落は、法第9条の規
定により厚生労働大臣が定めた
『感染症の予防の総合的な推進
を図るための基本的な指針』（以
下「基本指針」という。）「第19その
他感染症の予防の推進に関する
重要事項」の記載を基本的にその
まま採用しております。当該記載
は、法第５条第２項の規定「病院、
診療所、病原体等の検査を行って
いる機関、老人福祉施設等の施
設の開設者及び管理者は、当該
施設において感染症が発生し、又
はまん延しないように必要な措置
を講ずるよう努めなければならな
い。」に関連し、本条文に記載され
た施設側の対応や行政側の取組
みについての考え方を定めている
ものと考えられます。
　今回定める市の計画は、法第10
条第1項に規定するように、上記
の基本指針に即して定めることと
なっております。そのため、原案
の記載のとおりといたします。


